
    
  



 

国際アドミニストレーション研究科 国際アドミニストレーション専攻 
 

Ⅰ．ディプロマ・ポリシー（学位授与方針） 

国際アドミニストレーション研究科 国際アドミニストレーション専攻は，所定の単位を取得して

学位論文審査に合格し，かつ以下に該当すると判断した場合に，修士（国際アドミニストレーショ

ン）（Master of Arts in International Administration）の学位を授与します。 

・政策研究，国際政治・経済研究，国際企業研究，観光研究などの領域において課題を発見し，

深く掘り下げ研究することができる。 

・国際的かつ学際的な視野をもって，幅広い教養，専門的知識，実務及び専門能力，異文化適応

力を修得し，高度の専門性を要する職場等で活用することができる。 

 

 

Ⅱ．カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施方針） 

国際アドミニストレーション研究科 国際アドミニストレーション専攻では，教育研究上の目的＊

及び学位授与方針に基づき，国際的かつ学際的教養を修得し，政策研究，国際政治・経済研究， 

国際企業研究，観光研究などの分野に精通し，国際社会で活躍できる高度な専門的職業人及び教

育・研究に携わる人材を養成するため，以下に掲げる方針によりカリキュラム（教育課程）を編成

します。 

・基本的な学習・研究能力を習得するため，分野横断の共通必修である基礎科目群を設置する。 

・専門的な知識を体系的に学ぶため，政策研究科目群，国際政治・経済研究科目群，国際企業研

究科目群，観光研究科目群を設置する。 

・課題探究力，問題解決力，コミュニケーション能力及び批判性・論理性を備えた建設的思考力

を修得し，政策研究，国際政治・経済研究，国際企業研究，観光研究のいずれかの分野に係る

修士論文あるいはプロジェクト研究報告書を作成するため，演習科目群を設置する。 

・専門知識と実践を結び付けるため，実践的な活動を取り入れた事例研究科目群を設置する。 

・幅広い国際教養と国際的な実践力を修得するため，特別講義科目群を設置する。 

・アセスメント・ポリシーに基づく学修アセスメント・プランを提示し，学位授与方針に示す能

力の修得状況及び大学院生としての成長に伴う達成度を測定，評価する。 
 

 

＊本学大学院学則第８条第６号を参照 

 



 
Ⅲ．修士論文指導は，次のように実施していく。 

学生は，入学後すぐに研究テーマを絞り，１年次開始後速やかに指導教員を決定する。指導教

員は学生本人と協議のもとに副指導教員２名以上を選定し，学生の背景知識および希望研究分野

などを踏まえた学習計画および修士論文テーマの選定についての必要な助言を与えるなどの個別

の指導を行う。指導教員のみならず副指導教員も配置することにより，学生は複眼的な指導を受

けることができる。また，公開発表会における発表等を通して指導教員，副指導教員以外の研究

科所属教員も随時指導に協力する。 

各発表における指導・留意点等は下表に定める。 

学年 期間 発表会計画 留意点等 

１年次 入学時 『研究計画書』提出 指導教員を決定 

前半 研究計画発表 研究テーマの独創性 

後半 研究中間報告発表 研究方法とその実施方法・日程の的確性 

２年次 前半 論文作成計画発表 

（研究中間発表） 

研究テーマの独創性，問題設定の妥当性 

研究の内容，章立て，論述の流れは適当か。参考文

献，調査の計画性 

後半 修士論文概要発表 参考文献，調査資料の妥当性，信頼性，量的に十分で

あるか。 

論文の到達度。 

 

 

Ⅳ．特定の課題（プロジェクト研究報告書）の指導は次のように実施していく。 

大学院学則第 36条第 2項により，対象者とその研究内容がプロジェクト研究報告書として適当

と認められる場合は，プロジェクト研究報告書の成果の審査をもって修士論文の審査に代えること

ができることとする。その条件を以下のように定める。 

⑴ 対象者：社会人あるいはそれと同等の経験があると認められる者。 

⑵ テーマ：現在あるいは過去のプロジェクトなどにおいて，実際に経験あるいは携わった研究・調

査であること。また，そのテーマ設定と同様あるいは類似のものと認められるテーマであること。 

⑶ 研究内容：現地調査，関係者インタビューなどを実施し，報告書には，調査結果から導かれる

独創的な理論構成，実践的な有効性，発展性，改善への提言，および他のプロジェクトへの応用

の可能性などが含まれていること。 

⑷ その他の条件については，修士論文の要領に準じる。 

指導・留意点等は以下のとおりである。 

学年 期間 発表会計画 留意点等 

１年次 入学時 プロジェクト計画書

提出 

指導教員を決定 

前半 プロジェクト報告書

計画発表⑴ 

報告書のテーマの独創性 

後半 プロジェクト報告書

計画発表⑵ 

研究テーマの基本的構想 

２年次 前半 プロジェクト報告書

計画発表⑶ 

事例研究の適切さ 

問題設定と内容の妥当性，有効性 

後半 プロジェクト報告書

概要発表 

調査の信頼性，量的分量，報告書の実用性，発展性 



 
Ⅴ．修士論文・プロジェクト研究報告書の概要発表において，指導教員および副指導教員より論文

提出の許可を得た者が，最終的に修士論文の審査を願い出ることができる。 

提出に関する詳細は，以下のとおりである。 

○学位論文提出期間 

年度によって提出期間及び締め切り日等は異なるが，概ね１２月および６月の２日間を提出

期間として設定する。 

＊必ず，掲示や事務室にて確認のこと。 

○大学に提出するもの 

①学位論文提出票……………………１部 

②誓約書………………………………１部 

③学位論文審査願（所定用紙）……１部 

④修士論文……………………………４部 

⑤修士論文要旨………………………４部 

＊提出した修士論文は，最終口述試験が終了するまで差し替えをすることはできない。 

○修士論文並びに修士論文要旨の作成様式 

①記載言語は，和文，英文を問わないが，横書きで記載し，左綴じとする。 

②用紙は，白色上質紙（レーザープリントに適応できるもの）の A4版（横 210×縦 297mm）と

し，以下の字組で記載すること。 

和文の場合  １ページあたり，１行を 40字とし 36行とする。 

英文の場合  １ページあたり，１行を半角の 70字とし 36 行とする。 

③各表紙・ページの余白については，後掲の修士課程用様式に従って作成すること。 

④ページ番号の記載方法については，用紙下段（余白）の中央に記入すること。 

⑤文章の記載方法については，パソコンの文書作成ソフトを用いること。 

⑥注の表記や出典の表記等の学術表記は，指導教員の指示に従うこと。 

⑦修士論文要旨の分量 

和文……4,000字程度 

英文……A4版１ページ 36行３枚以内 

＊論文要旨は，文字のみとする。文字数が上記分量を大幅に超える場合は，再提出となる。 

⑧修士論文の分量 

和文……28,000字相当以上 

英文……A4版１ページ 36行 40枚以上 

＊和文・英文とも，参考文献，脚注（または文末注）及び添付資料の文字数は上記分量に含め

ない。 

 

  



 
Ⅵ．修士論文の審査は主査および副査２名以上で行う。審査は以下の基準に従って行う。 

客観性：研究の問いの解明は適切になされているか。先行研究を参考にしているか。客観的な

データや資料が含まれているか。 

論理性：構成（目的，分析結果，結論）の論理が一貫しているか。 

形式の妥当性：参考文献や引用、注が適切に掲示されているか。注釈や図表が適切に標記して

いるか。論文の分量は適切か。 

独創性：オリジナルのデータや情報に基づき、独創的な分析や考察がなされているか。 

研究倫理：「城西国際大学研究倫理に係る規程」を満たしているか。 

 

 

Ⅶ．プロジェクト研究報告書の審査は主査および副査２名以上で行う。審査は以下の基準に従って

行う。 

客観性：研究事例の分析において、データや資料で客観性を担保しているか。 

論理性：構成（目的，分析結果，結論）の論理が事例研究のテーマに即して一貫しているか。 

形式の妥当性：参考文献や引用、注が適切に掲示されているか。注釈や図表が適切に標記して

いるか。論文の分量は適切か。 

独創性：現地調査や関係者インタビューなどを行い、そこから得られたオリジナルのデータや

情報に基づき、独創的な分析や考察がなされているか。 

応用性：実践的な有効性、発展性、改善への提言、他のプロジェクトへの応用の可能性があるか。 

研究倫理：「城西国際大学研究倫理に係る規程」を満たしているか。 

 

 

Ⅷ．修士論文およびプロジェクト研究報告書の提出後に行う最終口述試験は，次の要領で実施する。 

⑴ 主査及び副査２名以上で行う。時間は，発表 15分，質疑応答 15分を目安とする。 

⑵ プレゼンテーションソフトや配布資料の使用は不可とする。 

⑶ 口述審査は主に次の事項に留意して審査を進める。 

①研究の問いの解明は適切か。 

②研究の意義を理解し，研究成果の発展の可能性を認識しているか。 

③研究内容を簡潔にプレゼンテーションし，質問に的確に答えたか。 

 

 

Ⅸ. 以上の点を総合的に評価し，主査および副査は，修士論文およびプロジェクト研究報告書の審

査における「合」「否」，口述試験における「合」「否」を判定，双方の「合」をもって修了

可と判定する。 

 

 

Ⅹ．主査と副査は，審査結果及び試験結果について研究科長宛に文書をもって報告する。また，こ

れに先立って主査は研究科委員会で審査報告を行う。 


